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名古屋北法律事務所「出張法律相談」毎月第4水曜日14時～16時（11月のみ27日木曜に変更します）
担当：伊藤弁護士・長谷川弁護士、坂輪弁護士＊相談は予約制。民商へ電話で申し込んでください

「がんばって！」「民商知ってる」との声も
10月19日（日）午前10時30分から、大曽根駅前で「消費税減税」「インボイス廃
止・2割特例、8割控除継続」を求める署名、宣伝行動を行いました。民商としての行
動でしたが、宮内会長はじめ婦人部役員の前田さん、岩満さんと事務局の女性4人が
参加。宮内会長と前田さんが交代しながらでマイクで訴え、「なんでも相談会」チラシ

入りのティッシュも配りました。岩満さんは、
通行人に積極的に声をかけ、署名をゲッ
ト。なかには、「やってもしょうがない」と断
る人もいましたが、「がんばって」「民商、
知ってるよ」と言って署名に協力してくれる人も。周辺の居酒屋へもチラシ
を配りました。
昨年、大曽根駅で宣伝したときに、役員が訪問したことがきっかけで入会
した美容院を訪問すると歓迎してくれ、「署名を集めて送るから、もっとちょ
うだい」と言われ、元気をもらいました。11月は16日（日）が行動日。
+もっとたくさんの参加で成功させましょう。

青年部ウェルカム企画「楽しかった！」
１０月１９日（日）、愛商連青年部の青年部ウェルカム企画として、バスツアーが行わ
れ、４５名が参加。名古屋北部民商青年部からも、２家族７名が参加しました。井上愛
青協議長が「これからの民商を担うのは青年部。ぜひ仲間をたくさん増やして、全国
の総会を迎えたい」と話しました。VISON（ビソン）に着くと、レストランで採れたて野

菜のランチ。普段野菜が苦手な
こどもたちも、「これなら食べら
れる」と甘いなすに大喜び。農
園にいるヤギに餌をあげるなど
して楽しみました。その後、木の
カトラリー（スプーン）つくり。そ
れぞれ、クルミやカエデなどの
木材をやすりで削り、自分だけ
のオリジナルスプーンを作りま
した。

年末調整・確定申告に向けて準備を始めましょう
民商で学習会を行います。日程が決まり次第、お知らせします。

＜所得税＞ 2025（令和７）年分 大幅な変更があり

・基礎控除の見直し・・・令和７・8年分については、所得金額によって５段階（所得１３２万円以下は９５万円）

・特定親族特別控除の創設・・・令和７年分から、親は、こどもの給与収入が150万円以下なら６３万円の控除可能

・扶養親族等の所得要件の見直し・・・配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除の扶養親族の所得要件５８万円以下に

＜消費税＞インボイスに関連する注意点

・予定通り、２０２６年１０月以降に、２割特例制度が廃止された場合、２０２７年分は簡易課税制度を選択するか検討

が必要。簡易課税選択届出書を提出していない場合、本則課税に。適用したい課税期間の末日

VISON（三重県多気町）で記念撮影


